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はじめに 

 

我が国においては、高度経済成長期から近年に至るまでの間、都市部周辺における市街

地の計画的な街路が形成されず、虫食い状態に宅地化が進み郊外の小規模な農地などが

個別に民間開発され、周囲の道路との接続はあまり意識されないまま、もっぱらその土地

の形状に合わせて、住宅地などが整備されてきた。 

このため、開発区域内は整理されていても、開発区域同士の間に計画性がなく、無秩序

なミニ開発の進行、大型商業施設の立地等に加え、農村部における耕作放棄地の増加、里

山等の自然環境の破壊等による土地利用上の問題が深刻化している。 

こうした問題に対しては、国土利用計画法をはじめとする各法制度によって規制・誘導

を行っておりますが、比較的規制が緩やかな地域等においては十分な対応が図られてい

ない状況もみうけられる。 

このため、国としては、市町村段階において土地利用の在り方を検討し、地域の住民の

意向等も踏まえながら土地利用計画を策定していくことが必要であると考えている。 

しかしながら、実際に市町村において土地利用計画を円滑に策定するには、市町村内・

庁内の体制づくり、課題の整理、地域住民の意向の把握等、具体的にどのような手順を踏

まえ、どのような計画を策定していくべきかについての「ノウハウ」等を備えておくこと

が求められる。 

これらの問題を踏まえて、伊平屋村でも総合的な土地利用計画を策定し、関連する他の

制度との整合・連携を図りつつ、将来の適切な土地利用の規制・誘導するための計画を策

定することが、望ましい公共施設用地等の土地利用を実現するものだと考え、土地利用計

画の策定に取り組む事とした。 





第１章 総則 

 

第１節 目的 

本業務は、伊平屋村の全区域における公共施設用地等土地利用に関して基礎資料や

比較検討資料等を提供、遂行するものである。 

伊平屋村内の将来においての公共施設用地等土地利用について、検討委員会で審議

した項目について取りまとめることを目的とする。 

   また、本村においては、平成 24年 3月に第 4次伊平屋村総合計画を策定し、村の将

来像を「“島に住む幸せ”“島で働く笑顔”“交流する島の活力”～生きる幸せが実感

できる島～」とし、誰もが生涯を通じて、健康で生き生きと暮らすことのできる地域社

会の実現をめざし、各種施策を展開しているところである。 

   沖縄県土地利用計画では、本県全域が多くの島しょから構成されているという地理

的条件下にあることから、低未利用地について、県土の有効利用並びに環境保全の観点

から周辺の土地利用との調整を図りつつ農用地としての活用を積極的に促進するとと

もに地域の実情に応じ地域の活性化のための施設用地等へ転換を図るよう推進されて

いる。 

   墓地については、他府県と異なる歴史的・文化的背景から個人墓地が設置され散在化

している現状を踏まえ、土地の有効利用の観点から、周辺地域の土地利用や自然環境と

の調和に配慮しつつ可能な限り集約化を図る事としている。また、防災計画については、

地震および津波等への対策も配慮しつつ適正な土地利用へ誘導を図るとともに県土保

全施設の整備を図り、適切な配置とその広域的な利用に配慮するよう求められている。 

   本村においても、各集落の墓地造成、災害避難時の備蓄倉庫、保育所・社会福祉施設、

パークゴルフ場・村民広場、村内で発生する残土処理の計画地を伊平屋村土地利用計画

策定と位置づけ伊平屋村の将来において公共的土地利用の詳細を検討委員会で審議し

計画策定した。 

   本業務では、有識者や専門家等による検討委員会を設置し、広く関係者の意見を反映

させながら「伊平屋村公共施設用地等土地利用計画」の策定を行い取りまとめ、今後計

画的に実施して参りたいと思います。 
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 第２節 伊平屋村の概要 

１．自然条件 

(1)位置 

     伊平屋村は、沖縄県の最北端で、東シナ海洋上に浮かぶ離島村である。北緯 27

度 2 分、東経 127 度 58 分に位置し、那覇市から北北西 117km、フェリー発着の今

帰仁村運天港より 41.1km の距離に位置している。 

伊平屋村は伊平屋島（面積 20.66km2、周囲 34.23km）と野甫大橋でつながれた野

甫島（1.06km2、4.8km）の二つの島からなり、大部分が山林原野で占めており、

1,568ha が農業振興地域として指定されている。 

伊平屋島は、北東～南西に細長く伸びた形をしており（延長約 14km、幅は最も

広い所で 3km）、最高地点は賀陽山（294ｍ）で西岸は急傾斜の山が連なっている。

一方その南西方向に位置する野甫島は、ほぼ四角形をした低平な島である。 

 

(2)地形地質 

地形は、島の中央部を北東から南西方向に脊梁山地が連なり、農用地の３分の２

以上がこれらの山間に広がり、比較的平坦をなしている。地質は、古期基盤岩類の

砂岩・チャート・砂岩頁岩互層・結晶質石灰岩、段丘堆積物に大別される。山間地

の低地部では沖積平野を形成し、腐植土壌域もあるが、その過半は砂質土壌であり、

耕作は比較的容易であるが、養分、保水力に乏しく、地力は極めて低い。 

 

(3)気候 

伊平屋の気候は、温暖な亜熱帯性気候に属し、年平均気温は 22～23 度で夏は最

高気温 32～33 度まで上昇するが、海風があり比較的しのぎ易く冬も最低気温 13～

14 度と暖かい。年間最多風向は南南西で、秋から冬にかけて北北西の季節風が強

く定期船が欠航することもある。年間降雨量は 2,000mm 内外と比較的多いが、季節

により偏りがある。また、夏から秋にかけて台風や干ばつにしばしば見舞われ、農

作物等へ大きな被害を与えている。 

 

２．社会的条件 

(1)人口 

     本村の人口は、伊平屋村人口動態における平成 29 年 1 月末現在で男 667 人、女

602 人、総人口 1,269 人、世帯数は 586 世帯となっている。 

                       「平成 29 年 3 月 資料：広報いへや」 
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(2)産業 

     伊平屋村は年間を通じて安定した温暖な気候で、水産業・農業を基幹産業として

おり、近年は観光客も増加傾向にある。平成 28年 1 月離島関係資料によれば伊平

屋村における産業別就業者数は、第三次産業の割合が最も高く約 59.2％を占めて

おり、中でも公務、医療・福祉、教育・学習支援業の順に 3つの就業者数が合計で

全体の 28.7％を占めている。次いで第一次産業の割合が高く 22.0％で中でも農業

の就業者が 16.4％を占めている。また、第二次産業の就業者は 18.8％で中でも建

設業の就業者数が 12.3％を占めている。 「平成 28 年 1 月 離島関係資料 P.18」 

 

(3)土地利用 

         伊平屋村の総面積は 2,172ha であり、平成 18 年における伊平屋村の土地利用状

況は山林（針葉樹林・天然林・広葉樹林）が 1,146ha（52.8％）で最も広域を占め、

次いでその他 350ha（16.1％）、畑 285ha（13.1％）、原野 206ha（9.5％）、田 123ha

（5.7％）、宅地 37ha（1.7％）、保安林 25ha（1.2％）である。 

                       「平成24年2月 伊平屋村景観計画P.7」 

 

(4)交通事情 

      本村は本島辺戸岬の北方約 40km に位置し、今帰仁村運天港から本村前泊港まで

フェリーで 1 時間 20 分を要する。唯一の交通手段である村営フェリーは 1日 2 便

運航しているが、台風や偏西風などの荒天により欠航することもある。 

 

３. 歴史・文化 

伊平屋村内には多くの先史時代の貝塚が分布するが、久里原貝塚の発掘によって

縄文時代前期から中期の土器が発掘され、この時代までさかのぼる歴史が確認され

た。グスク時代の遺跡は田名グシクを代表とするが発掘調査などは実施されていな

い。 

    伊平屋島と伊是名島、その周囲の小島を合わせて＜伊平屋の七離れ＞と称され、伊

平屋島では第一尚氏王統の始祖の屋蔵大主、伊是名島では第二尚氏王統の尚円王が

生まれた事から、琉球史に由緒深い島々と言われている。 

    伊平屋村には収穫を祝うまつりや自然の恵みに感謝する行事など、年中行事や民

俗芸能が数多く残っている。 

    山に囲まれた低湿地という立地環境からも稲作が基幹作物となっており、稲作と

関連した祭祀行事が、各字ごとの豊年祭や我喜屋の大綱引きである。また、海に囲ま

れた伊平屋村では田名のウンジャミ（海神祭）があり、古琉球の姿をほうふつさせる

島として民俗学では注目されている。   「平成24年2月 伊平屋村景観計画P.7」 
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伊平屋第2井戸

【新設】
濃縮海水放流口

我喜屋ダム
(県管理)

淡水化施設

【新設】海水取水施設

【新設】伊平屋海水

N

第２章　伊平屋村土地利用計画

第１節　各集落の墓地集約場所

①

②

③

④

⑤

⑥
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１.田名地区の墓地集約場所（東ガジナ原） 

 

  田名地区の墓地集約場所は、現在墓地が点在している東ガジナ原の後方山裾部分の平

坦な土地に集約する事とする。 

  山裾部分に集約することにより村道沿いの景観改善と、移転後は優良な農用地の有効

利用が計れる。 

  墓地計画地の概略図は図-1 に示す通り、沖縄県の一般的な広さの 40㎡を基本に田名地

区の世帯数プラス 10 基の 135 基とし、現況の移転者および新たな永住希望者用と合せて

合計 175 基程度、また、ペット用の墓地としては、4㎡程度を共同墓地や単体販売用に 50

基程度とする。(検討は検討資料編 P.3-1 参照) 

  詳細な計画としては、墓地基本計画策定後決定するものとする。 

 

 

               図-1 基本的な墓地平面図 

 

 

 

 

 

墓地造成面積 
A≒14,000m2 

墓地計画数180基 計画集約地

計画集約地 

2-2



２.前泊地区の墓地集約場所（前泊原） 

  前泊地区の墓地集約場所は、現在墓地が点在している集落の平坦な後背地を中心に、一

部山麓部を取り囲む土地に集約する事とする。 

  山裾部分に集約することにより既存墓地の後方隣接地で、遮蔽性且つ景観改善と、移転

後は優良な農用地の有効利用が計れる。 

  墓地計画地の検討は検討資料編 P.3-4 に示す。 

  詳細な計画としては、墓地基本計画策定後決定するものとする。 

 

３.我喜屋地区の墓地集約場所 

(1)ソーレン原 

  我喜屋地区の墓地集約場所は、既存墓地の後方山中及び新設道路計画の沿線斜面、台地

部に集約する事とする。 

  ソーレン線の道路計画と合せて後方丘部へ墓地を集約造成することにより、伊平屋島

の表玄関、県道である目抜き通りの環境が改善され良好な景観が保たれる。 

墓地計画地の検討は検討資料編 P.3-5 に示す。 

  詳細な計画としては、墓地基本計画策定後決定するものとする。 

 

 

A≒9,000m2 

A≒4,000m2 

墓地造成面積 

墓地造成面積 

墓地計画数 120 基 

墓地計画数49基

墓地造成面積 

墓地計画数 140 基 

A≒11,000m2 

計画集約地 
計画集約地 

計画集約地 

計画集約地 
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(2)イチカワ原 

  我喜屋地区の墓地集約場所は、既存墓地の後方山中の緩傾斜地に集約する事とする。 

  現況の墓地が県道沿いから離れており、山裾側へ墓地用地を集約造成することにより、

良好な景観が保たれる。 

墓地計画地の検討は検討資料編 P.3-6 に示す。 

  詳細な計画としては、墓地基本計画策定後決定するものとする。 

 

４.島尻地区の墓地集約場所（アシチ原） 

  島尻地区の墓地集約場所は、現在墓地が点在しているアシチ原後方の山裾部分の緩傾

斜な土地に集約する事とする。 

山裾側へ集約することにより県道沿いの景観改善と、湧水を利用した遊水広場として

整備することで良好な景観が保たれる。 

墓地計画地の検討は検討資料編 P.3-7 に示す。 

  詳細な計画としては、墓地基本計画策定後決定するものとする。 

 

 

 

 

A≒6,000m2 

墓地計画数 80基 

墓地造成面積 

A≒15,000m2 

墓地計画数 190 基

墓地造成面積 

計画集約地 

計画集約地 

計画集約地 計画集約地 
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５.野甫地区の墓地集約場所（グチ原） 

  野甫の墓地集約場所は、現在墓地が点在している一周道路南側の村道沿いの平地部の

中央部の土地に集約する事とする。 

既存点在の中央部に集約することで良好な景観が保たれる。 

墓地計画地の検討は検討資料編 P.3-8 に示す。 

  詳細な計画としては、墓地基本計画策定後決定するものとする。 

 

墓地計画数 102 基 

A≒8,000m2 

墓地造成面積 

計画集約地 

計画集約地 
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災害時備蓄倉庫設置場所全体図

第２節　各集落の災害時備蓄倉庫設置場所

①

②

③

④

⑤
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１.田名地区の備蓄倉庫内定地（旧分校跡地内） 

  田名地区の備蓄倉庫内定地は、旧分校跡地内で設置が容易である平坦な土地とする。 

  標高が約 17ｍ程ある道路沿いに配置することにより、災害物資の一時的な備蓄倉庫の

機能が計れる。 

  備蓄倉庫のイメージ図は下図の通りで移動式とする。大きさは、3日分程度の災害対策

用食糧が備蓄できる広さとする。 

  備蓄倉庫の設置検討は検討資料編 P.3-9～3.12 に示す。 

  詳細な計画としては、別途事業後決定するものとする。 

 

アルミ製防災倉庫(2,400×6,000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               移動式備蓄倉庫イメージ図 

 

 

 

 

分校跡地 内定地 
分校跡地

内定地 

 

(可動式) 
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２.前泊地区の備蓄倉庫内定地（離島振興総合センター内） 

  前泊地区の備蓄倉庫内定地は、離島振興総合センター内の駐車場隣地とする。 

離島振興総合センター敷地は、標高が 22ｍと高く防災避難場所として備蓄の運搬にも

良く備蓄倉庫の機能が計られる。 

  備蓄倉庫の設置検討は検討資料編 P.3-12 に示す。 

  詳細な計画としては、別途事業後決定するものとする。 

 

 

３.我喜屋地区の備蓄倉庫内定地（林道腰岳線のソーレン線交叉部） 

  我喜屋地区の備蓄倉庫内定地は、林道腰岳線の登坂曲線沿いの土地とする。 

現在、ソーレン我喜屋線の工事が行われており、標高が約 20ｍと高く、備蓄の運搬に

も良く備蓄倉庫の機能が計られる。 

  備蓄倉庫の設置検討は検討資料編 P.3-13 に示す。 

  詳細な計画としては、別途事業後決定するものとする。 

 

 

 

 

内定地 

内定地 
内定地 

総合センター駐車場 

総合センター駐車場 

内定地 

林道腰岳線 
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４.島尻区の備蓄倉庫内定地（上の川公園内） 

  島尻地区の備蓄倉庫内定地は、上之川公園内の土地とする。 

公園として整備されており、標高が約 17ｍ程の高さがあり平坦地で、既存道路沿いな

ので備蓄の運搬にも良く備蓄倉庫の機能が計られる。 

  備蓄倉庫の設置検討は検討資料編 P.3-13 に示す。 

  詳細な計画としては、別途事業後決定するものとする。 

 

 

５.野甫地区の備蓄倉庫内定地（野甫展望台隣接） 

  野甫地区の備蓄倉庫内定地は、野甫展望台隣接の土地とする。 

展望台となりに平場があり、標高が約 27ｍ程あり、平坦地で、既存道路があるので備

蓄の運搬にも良く備蓄倉庫の機能が計られる。 

  備蓄倉庫の設置検討は検討資料編 P.3-14 に示す。 

  詳細な計画としては、別途事業後決定するものとする。 

 

 

内定地 

上之川公園 

内定地 
上之川公園 

内定地 

展望台 

配水池 

内定地 
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1,700m2 EL+16.3m

標 高

保育所建設用地全体図

第３節　保育所・教育施設・社会福祉施設等建設場所

①
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 １.保育所選定場所（村営テニスコート跡地） 

 

  保育園児の０歳から２歳以下は、現村営テニスコート跡地に保育所の選定場所を提案

する。３歳児以上は幼稚園と含めるかは現時点では未定である。 

現村営テニスコートは、標高約 16.3ｍの位置にあり、自力で迅速な移動が困難な０歳

から２歳以下の園児の安全を考慮すると、適切な場所と言える。 

  保育所の設置検討は検討資料編 P.3-15 参照。 

 

 ２.教育施設選定場所 

  今回の業務における教育施設は、主に小・中学校である。選定場所として、既存の小学

校を増改築することで対応する。 

 

 ３.社会福祉施設選定場所（とらず園隣地） 

  社会福祉施設は住民課において障がい者支援施設として計画されており、今回の業務

においては、計画箇所を記す。  

  

障がい者施設計画箇所設計画箇所 

とらず園

村営テニスコート 

村営テニスコート 

A=1,700m2 

EL+16.3m 

村道ソーレン線

とらず園障がい者支援施設計画箇所 
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①

番号
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田 名

地 区
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村営田名種苗センター跡地

いへや愛ランドよねざき

位 置 確保可能面積
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1.5ha

EL+18.8m

EL +4.0m

標 高

③ 我喜屋 我喜屋地先海面埋立て 2.0ha EL +2.2m

パークゴルフ場・村民広場建設場所全体図

第４節　パークゴルフ場・村民広場建設場所

①

②

③

村民広場
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１. パークゴルフ場建設候補地 

パークゴルフ建設候補地は、次の２箇所とする。 

(1) 村営田名種苗センター跡地 

  

村営田名種苗センター跡地とすることにより、既存の建物等をクラブハウス等のイン

フラ整備に利用でき、建設コストを下げることが可能である。 

「公益社団法人 日本パークゴルフ協会パークゴルフコース設置基準」によれば、18ホ

ールとして、おおよそ 12,000 ㎡以上のコースの面積が望ましい。 

  パークゴルフ場設置検討は検討資料編 P.3-18 参照。 

 

  (2)いへや愛ランドよねざき 

いへや愛ランドよねざきとすることにより、すでにトイレや水道施設が完備されてお

り施設維持管理と一体化することによりランニングコストが大きく低減できる。 

  パークゴルフ場設置検討は検討資料編 P.3-19 参照。 

 

 

 

  

A≒1.5ha 

村営田名種苗センター跡地 

A≒1.5ha 

いへや愛ランドよねざき 

2-13



X=108000.000

Y
=
44
0
0
0
.
0
00

Y
=
48
0
0
0
.
0
00

Y=
5
2
0
0
0
.
00
0

X=117000.000

X=120000.000

Y
=
4
8
0
0
0.
0
0
0

Y=
5
2
0
0
0
.0
0
0

Y
=
4
8
00
0
.
0
0
0

Y
=
4
8
50
0
.
0
0
0

Y
=
4
9
00
0
.
0
0
0

Y
=
4
9
50
0
.
0
0
0

Y
=
5
0
00
0
.
0
0
0

Y
=
5
0
50
0
.
0
0
0

Y
=
5
1
00
0
.
0
0
0

Y
=
5
1
50
0
.
0
0
0

Y
=
5
2
00
0
.
0
0
0

X=120000.000

X=120500.000

X=121000.000

X=121500.000

X=122000.000

X=122500.000

X=123000.000

Y
=
4
4
0
0
0.
0
0
0

Y
=
48
0
0
0
.
0
00

X=117000.000

X=117500.000

X=118000.000

X=118500.000

X=119000.000

X=119500.000

X=120000.000

X=117000.000

X=117500.000

X=118000.000

X=118500.000

X=119000.000

X=119500.000

X=120000.000

Y=
4
0
0
0
0
.
00
0

Y
=
4
00
0
0
.
0
0
0

Y=
4
0
5
0
0
.
00
0

Y=
4
1
0
0
0
.
00
0

Y=
4
1
5
0
0
.
00
0

Y=
4
2
0
0
0
.
00
0

Y=
4
2
5
0
0
.
00
0

Y=
4
3
0
0
0
.
00
0

Y=
4
3
5
0
0
.
00
0

X=114500.000

X=115000.000

X=115500.000

X=116000.000

X=116500.000

X=117000.000

X=114000.000 X=114000.000 Y
=
4
85
0
0
.
0
0
0

Y
=
4
90
0
0
.
0
0
0

Y
=
4
95
0
0
.
0
0
0

Y
=
5
00
0
0
.
0
0
0

Y
=
5
05
0
0
.
0
0
0

Y
=
5
10
0
0
.
0
0
0

Y
=
5
15
0
0
.
0
0
0

Y
=
5
20
0
0
.
0
0
0

X=114000.000

X=114500.000

X=115000.000

X=115500.000

X=116000.000

X=116500.000

X=117000.000

Y
=
4
0
0
00
.
0
0
0

Y
=
44
0
0
0
.
0
00

X=111000.000 X=111000.000

X=111500.000

X=112000.000

X=112500.000

X=113000.000

X=113500.000

X=114000.000

X=111500.000

X=112000.000

X=112500.000

X=113000.000

X=113500.000

X=114000.000

Y
=
4
0
0
0
0
.0
0
0

Y
=
4
0
5
0
0
.0
0
0

Y
=
4
1
0
0
0
.0
0
0

Y
=
4
1
5
0
0
.0
0
0

Y
=
4
2
0
0
0
.0
0
0

Y
=
4
2
5
0
0
.0
0
0

Y
=
4
3
0
0
0
.0
0
0

Y
=
4
3
5
0
0
.0
0
0

X=108000.000

X=108500.000

X=109000.000

X=109500.000

X=110000.000

X=110500.000

X=111000.000 X=111000.000

Y
=
4
4
00
0
.
0
0
0

Y
=
4
8
00
0
.
0
0
0

X=110500.000

X=110000.000

X=109500.000

X=109000.000

X=108500.000

Y
=
4
4
0
0
0
.0
0
0

Y
=
4
4
5
0
0
.0
0
0

Y
=
4
5
0
0
0
.0
0
0

Y
=
4
5
5
0
0
.0
0
0

Y
=
4
6
0
0
0
.0
0
0

Y
=
4
6
5
0
0
.0
0
0

Y
=
4
7
0
0
0
.0
0
0

Y
=
4
7
5
0
0
.0
0
0

Y
=
4
8
0
0
0
.0
0
0
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上 谷 川 原

ア ッ チ ャ ビ シ 原

久 葉 山

イ リ 門 原

田 茂 原

西 原

カ ド 原

ア サ岳

桃 原

田 名

県
道

田
名

野
甫

線

後岳

タ ンナ 岳

久 里 原

前 泊 原

我 喜 屋

久 里 原

ア グ チ ャ 原

ハ テ ヤ 原

田 茂 原

ウ ガ ツ ハ 原

田 茂 原

コ ー ナ 原

ソ ウ レ ン 原

我 喜 屋 原前 原

大 崎 原フ ッ ク 原

ウ ジ マ 原

桃 原

西 銘 原

ハ ナ ト リ 原

イ リ シ ナ 原

イ チ カ ワ 原

桃 原

カ イ ワ 原

県
道

田
名 野

甫
線

ア サ岳

腰 岳

チ バ ナ 原

前 岳

テ
ラ

イ
原

山 田 原

ミ ド リ 原

上 之 川 原

テ ラ イ 原

ミ ン ギ ン 原

テ ラ イ 原

県

道

田

名

野

浦

線

阿 波 岳

桃 原

カ イ ラ 原

桃 原

シ チ フ 原

ア シ チ 原

屋 田 原

ア シ チ 原
県

道
田

名
野

浦
線

賀 陽 山

コ シ ノ 川 原

ウ ン ナ 原

グ チ 原

マ ガ ヤ 原

県
道 田

名
野

浦
線

シ マ サ キ 原

島

尻

田 名

伊

平

屋

島

野 甫

田 名

伊 平 屋 島

伊 平 屋 村

田 名

伊 平 屋 島

ア サダム

田 名 池

伊 平 屋 村

前 泊

伊 平 屋 島

田

名

川

伊 平 屋 村

島 尻
伊 平 屋 島

伊 平 屋 村

我 喜 屋

田 名

前 泊

島 尻

我

喜

屋

川

伊 平 屋 島

伊 平 屋 村

前 泊

田 名

田 名

伊 平 屋 島

伊 平 屋 村

島 尻

伊 平 屋 島

伊 平 屋 村

島 尻

我 喜 屋

伊 平 屋 島

伊 平 屋 村

野 甫 島

米

岬

伊 平 屋 村

伊 是 名 村

伊 平 屋 村

野甫港

伊平屋漁港

前泊港

前泊港

田
名
漁
港

田名

我喜屋

島尻

前泊

野甫

A-1

A-2

A-3

A-4

B

【新設】伊平屋調整池

伊平屋浄水場

伊平屋第1井戸

伊平屋第2井戸

【新設】
濃縮海水放流口

我喜屋ダム
(県管理)

淡水化施設

【新設】海水取水施設

【新設】伊平屋海水

埋立て地

N

番号

②

①

③

田 名

地 区

我喜屋

我喜屋

前原(仮置き場)

村営田名種苗センター跡地(仮置き場)

我喜屋地先海面埋立て(最終残土処理地)

位 置 確保可能面積

10,000m2

3,000m2

2.0ha,1.68ha

建設残土の仮置き場全体図

第５節　村内の公共工事で発生する建設残土の仮置き場

①

②

③

2-14



１. 建設残土の仮置き場所 

建設残土の仮置き場及び最終残土処理場は、次の３箇所とする。 

(1)村営田名種苗センター跡地 

  

  村内の公共工事で発生する残土処理場選定場所仮置き場は、村営田名種苗センター跡

地とする。 

ただし、パークゴルフ場選定場所および将来埋め立て利用計画案との関連もあり、一時

残土処理場とする。 

パークゴルフ場建設までの残土処理場としての一時利用あるいは、将来埋め立て利用

計画に処する残土確保のために有効利用が計られる。 

  検討は検討資料編 P.3-21 参照。 

 

  (2)我喜屋地区（前原） 

  村内の公共工事で発生する残土処理場選定場所仮置き場は、前原ダム前面の土地とす

る。 

面積的に広くはないが、平坦で整形がしやすい。農用地区域外であるが、県有地なので

仮置許可申請が必要である。 

  検討は検討資料編 P.3-22 参照。 

 

 

A≒10,000m2 

村営田名種苗センター跡地 

前原ダム 

A≒3,000m2
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２. 最終残土処理地(我喜屋地先海面埋立案) 

案１：海側に護岸を建設し、地上部にスポーツ施設を建設する案。 

公有水面埋め立て地は、フェリー避難泊地の陸側の土地とする。 

伊平屋村は、地形の特徴上、恒久的な残土処理場問題を抱えている。公有水面埋め立て

案は有効な残土処理と言えるが、土地の利用計画が上位計画に位置するため、埋め立てす

るにあたり課題が多い。 

検討は検討資料編 P.3-23～3-24 参照。 

 

案２：小型船舶が接岸できるよう岸壁を整備し、地上部を多目的広場として活用する案。 

公有水面埋め立て地は、フェリー避難泊地の陸側の土地とする。 

小型船舶避難港としての役割を維持するために整備を行うことは、結果的に残土処分

問題の解決に少なからず寄与すると考える。しかし、案 1 同様、埋め立てに使用する土砂

の品質、土地利用計画等、埋め立てするにあたり課題が残る。 

検討は検討資料編 P.3-23～3-24 参照。 

 

A≒2.0ha 

A≒1.68ha 
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第６節 その他 

  検討委員会において、田名区の「田名池を公園にしてほしい」とう案件については、別

途検討員会で検討する事とした。 

検討は検討資料編 P.3-25 参照。 
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第３章 検討資料編 

 第１節 各集落の墓地集約場所選定 

  １.墓地基準面積・墓地造成基準面積 

   沖縄のお墓には大きく分けて以下の３種類がある。 

(1) 亀甲墓（きっこうばか） 

亀甲墓は、中国南部でも見られることから、中国から伝来したと考えられている。台湾や香

港など、その昔に大陸の影響を大きく受けたところでは多くみられる。 

(2) 破風墓（はふばか） 

破風墓は、元来琉球王国の王室のみが造成してきた形の墓で、通常本土の住宅のような三角

に尖った屋根を持つ。 も有名な墓に、「玉陵」がある。1879 年に廃藩置県があり、それに

よって一般人が造成することが解禁され、造られるようになった。 

(3) 屋形墓（やかたばか） 

屋形墓は、基本的には破風墓と同じだが、屋根の形状が若干違う。 

 

   本計画では、一般的に用いられている破風墓を想定し沖縄の一般的な墓地敷地の広さ、幅５ｍ長

さ８ｍ、一基当たりの敷地面積 40㎡を墓地基準面積とする。 

   造成の大きさは、一般的に傾斜角度 30°の緩傾斜を仮定し通路や造成切土傾斜を考慮した。次ペ

ージの墓地造成平面図より一基当たりの墓地造成基準面積は 75㎡とする。 

 

  ２.墓地計画数 

   墓地計画数は、各地区の世帯数プラス 10 基とし、現況の移転者および新たな永住希望者用と合

せてプラス 40 基程度、また、ペット用の墓地として、4 ㎡程度を共同墓地や単体販売用に 50 基程

度とする。 

 

                     注)世帯数は平成 29 年 1 月末現在 資料：広報いへや 

地 区 世帯数 プラス 10基 プラス 40基 ペット用 墓地計画数 墓地造成面積 

田  名 125   135   175 5(200/40)   180 基 13,500≒14,000 ㎡ 

前 泊 114    124   164   5 169 基 12,675≒13,000 ㎡ 

我喜屋 165    175   215   5 220 基 16,500≒17,000 ㎡ 

島 尻 135    145   185   5 190 基 14,250≒15,000 ㎡ 

野 甫 47     57    97   5 102 基 7,650≒ 8,000 ㎡ 

                表-1 墓地計画数および墓地造成面積 
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 ３.各集落の墓地集約場所選定 

 （１）田名地区  集約場所：東ガジナ原 

位    置    図 現  況  写  真 

  

現      況 メリット デメリット 

既存墓地 

・村道クマヤー線に沿って

平地部とその後方山裾部

に細長な集約状態を呈し

ている。 

集約場所 

・既存墓地の後方山裾の高

台箇所で比較的平坦地が

細長く続いていて、道路

から遮蔽されている。 

 

 

・山裾側へ墓地用地を造成す

ることにより、無計画感が

解消され良好な景観が保た

れる。 

・既存墓地を山裾側に移すこ

とで、跡地を農地として有

効利用できる。 

・造成工事により維持管理が

しやすい。 

・将来的に既存墓地の移転に

より、その跡地である平地

は畑地等の有効利用が計ら

れる。 

 

・土地利用整理で田名区の約８～９

割がこの地に集約されており、さ

らなる移転に難色を示す可能性が

ある。 

 

・道路沿い平地の民間分譲販売中の

土地について、今後販売中止等の

補償交渉を要する。 

 

 

 

 

関 係 法 令 等 総 合 評 価 備   考 

・農用地区域  外 ・後方山裾部分の平坦な土地

に集約する事によって、村

道沿いの景観改善と、優良

な平坦地の有効利用が計れ

る。 

 

・世帯数  125 世帯(H29,1 月末)

・農業振興地域   内 ・墓地造成面積 14,000m2 

・景観条例 良 ・墓地計画数 180 基 

・文化財保護法 無   

    

    

   

 

 

A＝14,000m2 
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（２）前泊地区 集約場所：前泊原 

位    置    図 現  況  写  真 

現      況 メリット デメリット 

既存墓地 

・集落の平坦な後背地を中心

に、一部山麓部を取り囲むよ

うに点在している。 

集約場所 

・既存地の後方遮蔽された平坦

地である。 

 

・既存墓地の後方隣接地

で、遮蔽性のある位置

で且つ集約効果があ

る。 

・造成工事により維持管

理がしやすい。 

・将来的に既存墓地の移

転により、その跡地で

ある平地は畑地等の有

効利用が計られる。 

・簡易栽培ではあるが、ドラゴンフ

ルーツ等畑の損失を伴う。 

関 係 法 令 等 総 合 評 価 備   考 

・農用地区域  外 ・一般通路道路からの遮

蔽性があり、平坦地の

ため造成が容易で墓地

用地としては、適当と

言える。 

 

・世帯数  114 世帯(H29,1 月末)

・農業振興地域   内 ・墓地造成面積 13,000m2 

・景観条例 良 ・墓地計画数 169 基 

・文化財保護法 無   

    

    

   

 

 

 

 

 

 

A≒9,000m2 

A≒4,000m2 
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（３）我喜屋地区 

   1)集約場所：ソーレン原 

位    置    図 現  況  写  真 

現      況 メリット デメリット 

既存墓地 

・既存墓地が県道沿い、保育所

後背地に細長の状態で点在し

ている。 

集約場所 

・既存墓地集約箇所の後方山中

に位置し、新設道路計画の沿

線斜面および台地部である。 

 

・ソーレン線の道路計画と合

せて後方丘部へ墓地を集約

造成することにより、伊平

屋島の表玄関、県道である

目抜き通りの環境が改善さ

れ良好な景観が保たれる。

・新規道路計画に合わせて、

計画性に優位である。 

・造成工事により維持管理が

しやすい。 

・亀甲墓は 17世紀後半より建

てられ始めた沖縄独特の墓

地であり、専門的建築技術

を要するため、文化的価値

や原風景の島にふさわしい

景観を失う。 

関 係 法 令 等 総 合 評 価 備   考 

・農用地区域  外 ・山裾部に亀甲墓が点在して

おり、それらの将来的保存

価値も含め検討する必要が

あるが、ソーレン線の道路

計画と合せて沿線に墓地用

地として土地造成可能な箇

所があるが、規模について

詳細な調査計画が急がれ

る。 

・世帯数  165 世帯

(H29,1 月末) 

・農業振興地域   内 ・墓地造成面積 11,000m2 

・景観条例 良 ・墓地計画数 140 基 

・文化財保護法 無   

    

    

    

   

 

 

 

 

A≒11,000m2 
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2)集約場所：イチカワ原 

位    置    図 現  況  写  真 

現      況 メリット デメリット 

既存墓地 

・山麓平地に配置していて集約

状態である。一部農地内にあ

ると思われる。 

 

集約場所 

・既存墓地集約箇所の後方山中

に位置し、やや台地形であ

る。 

 

・現況の墓地が県道沿い

から離れており、山裾

側へ墓地用地を造成す

る事により、良好な景

観が保たれる。 

 

・造成工事により維持管

理がしやすい。 

・北及び北西側斜面の為、お墓の

方角が限定される。 

 

・我喜屋区全体の墓地をこの場所

に集約できる広さがない。 

関 係 法 令 等 総 合 評 価 備   考 

・農用地区域  外 ・候補地は台地形から緩

斜面であり、アクセス

道等全体造成工費がや

や高価であるため、ソ

ーレン原候補地の補填

用地としての計画が望

ましい。 

・墓地造成面積 6,000m2 

・農業振興地域   内 ・墓地計画数 80 基 

・景観条例 良   

・文化財保護法 無   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

A≒6,000m2 
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（４）島尻地区 集約場所：アシチ原 

位    置    図 現  況  写  真 

 

現      況 メリット デメリット 

既存墓地 

・既存墓地は、島尻集落から

アシチの 300ｍ区間と阿波岳

南の米浜起点部の 2箇所に

集中している。 

集約場所 

・アシチの中央付近は湧水が

多い。 

 

 

・山裾側へ墓地用地を造成す

る事により、無計画感が解

消され良好な景観が保たれ

る。 

・山からの湧水があり、遊水

広場として整備することで

良好な景観が保たれる。 

・造成工事により維持管理が

しやすい。 

 

・亀甲墓は 17世紀後半より建て

られ始めた沖縄独特の墓地であ

り、高度な建築技術を要するた

め、文化的価値や原風景の島に

ふさわしい景観を失う。 

関 係 法 令 等 総 合 評 価 備   考 

・農用地区域   外 ・後方山裾部分に比較的平坦

で充分な広さを確保出来る

土地があり、豊富な湧水を

活用した公園的造成計画も

可能で、墓地用地として適

当と言える。 

・世帯数  135 世帯 

(H29,1 月末) 

・農業振興地域    内 ・墓地造成面積 15,000m2 

・景観条例 良 ・墓地計画数 190 基 

・文化財保護法 無   

    

    

 

 

 

 

A≒15,000m2 
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（５）野甫地区  集約場所：グチ原 

位    置    図 現  況  写  真 

現      況 メリット デメリット 

既存墓地 

・１週道路南側の村道沿いの

平地部に既存墓地が点在し

ている。 

 

集約場所 

・既存点在の中央部に集約す

る。 

 

・現況の墓地が村道沿いに点

在しており、集約すること

により、優良平坦地の活用

が可能になる。 

 

・造成工事により維持管理が

しやすい。 

 

・村道からの景観は従前とほとん

ど変わらないので、遮蔽等景観

計画に留意を要する。 

関 係 法 令 等 総 合 評 価 備   考 

・農用地区域   外 ・平坦な土地のため造成が容

易で、集約する事によっ

て、将来墓地跡地の有効活

用が可能であり、適当と言

える。 

・世帯数  47 世帯 

(H29,1 月末) 

・農業振興地域    内 ・墓地造成面積 8,000m2 

・景観条例 良 ・墓地計画数 102 基 

・文化財保護法 無   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

A≒8,000m2 

3-8



 

第２節 各集落の災害避難時・備蓄倉庫場所選定 

 

   災害時備蓄倉庫は、「大規模災害が発生した場合の被害を想定し、人口の 20 分の 1 の 3 日分程度

を目標に災害対策用食糧を備蓄する。」（伊平屋村地域防災計画 平成 25 年 3 月 P.41）と記載さ

れており、本計画においても 3 日分程度の食糧を確保する計画とする。 

 

１．災害時備蓄倉庫比較 

別紙参照 

   

 ２．災害時備蓄倉庫の種別 

     災害時備蓄倉庫には、現地に固定される壁式鉄筋コンクリート造とアルミ製等移動が可能なア

ルミ製等備蓄倉庫がある。本計画においては、アルミ製等移動が可能な移動式の防災備蓄倉庫を

計画する。 

 

 ３．災害時備蓄倉庫の設置高 

    災害時備蓄倉庫は、災害が発生した場合の被害を想定し設置するものであるから、津波等の災

害の影響を受けない高台に設置することが必要である。 

    津波の浸水想定について、沖縄県では、津波防災地域づくりに関する法律（平成 23 年法律第

123 号）第８条第 1 項の規定に基づき、県内における津波浸水想定を設定している。 

津波浸水想定図(平成 27 年作成)によると、前泊港においては 大遡上高が 10.9ｍ、伊平屋漁

港においては 10.3ｍとなっている。(別紙図参照) 

    災害時備蓄倉庫の設置高は 大遡上高をもとに設置する。 

    災害時備蓄倉庫の設置高＝10.9ｍ( 大遡上高：前泊港)≒11.0ｍ以上とする。 
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備蓄倉庫比較 

 (壁式鉄筋コンクリート造備蓄倉庫)(2,245×3,395) (アルミ製備蓄倉庫)(2,400×3,460) (壁式鉄筋コンクリート造備蓄倉庫)(4,500×3,395) (アルミ製備蓄倉庫)(2,400×6,000) 

 

 

 

 

 

外  観 

 

  

 

 

 

 

 

共通仕様 

【本 体】ＲＣ、壁式鉄筋コンクリート造 

【 壁 】外装：塗装仕上げ(複層仕上げ塗材Ｅ) 

又は、磁器質タイル貼り仕上げ 

内装：塗装仕上げ(複層仕上げ塗材Ｅ) 

【採 光】天面：トップライト(ポリカーポネート) 

【換気部】室外側：パイプフード 

室内側：ベントキャップ 

【 床 】モルタル金ゴテ仕上げ 

【照 明】常夜灯サイン(防犯灯)：ＬＥＤ 

室内灯：ＬＥＤ(DC12V) 

【ソーラー】太陽電池(ソーラーパネル) 

ソーラーコントローラ 

【本 体】アルミ合金 

【 壁 】アルミ合金 

【照 明】ソーラーＬＥＤ外灯(オプション) 

 

 

 

 

【本 体】ＲＣ、壁式鉄筋コンクリート造 

【 壁 】外装：塗装仕上げ(複層仕上げ塗材Ｅ) 

又は、磁器質タイル貼り仕上げ 

内装：塗装仕上げ(複層仕上げ塗材Ｅ) 

【採 光】天面：トップライト(ポリカーポネート) 

【換気部】室外側：パイプフード 

室内側：ベントキャップ 

【 床 】モルタル金ゴテ仕上げ 

【照 明】常夜灯サイン(防犯灯)：ＬＥＤ 

室内灯：ＬＥＤ(DC12V) 

【ソーラー】太陽電池(ソーラーパネル) 

ソーラーコントローラ 

【本 体】アルミ合金 

【 壁 】アルミ合金 

【照 明】ソーラーＬＥＤ外灯(オプション) 

 

金  額 2,400,000 円(税別)(ｿｰﾗｰ無し)  1,610,000 円(税別) 3,980,000 円(税別)(ｿｰﾗｰ無し) 1,955,000 円(税別) 

 

 

 

 

 

 

特  徴 

 

【耐久性】 

・ＲＣコンクリートの二次製品で耐久性が高く、現場打ちに比べ

製品自体の「寸法誤差」「面の不陸」などが少ない。 

【意匠性】 

・自由なユニットレイアウトが選択でき、トップライトドームと

外壁パターンの組合せにより様々な外観意匠が可能である。 

【経済性】 

・内外壁仕上げ済み、換気ガラリなども施工済みの状態での現場

納品なので、現場打ちに比べ「施工期間の短縮」「施工手間の軽減」

が可能である。  

 

 

 

【耐久性】 

・アルミ断面設計による乾式工法を採用し、ノンシール化を実

現した倉庫である。シールの汚れが解消され美観を保ち、メン

テナンスフリーの高い耐久性を発揮することが可能である。 

【機動性】 

・２ｔトラックもしくは４ｔトラックで運搬することができ、

組み立て作業も不要で、輸送設置型防災備蓄倉庫である。  

【施工性】 

・すべてのフレーム構造材がアルミなので、軽量で、重機の負

担が減り、施工の迅速化が可能である。 

【経済性】 

・現場打ち、ユニット型壁式コンクリート造よりも安価である。

また、防災関連グッズとパッケージセットとしても可能である。 

 

【耐久性】 

・ＲＣコンクリートの二次製品で耐久性が高く、現場打ちに比べ製品

自体の「寸法誤差」「面の不陸」などが少ない。 

【意匠性】 

・自由なユニットレイアウトが選択でき、トップライトドームと外壁

パターンの組合せにより様々な外観意匠が可能である。 

【経済性】 

・内外壁仕上げ済み、換気ガラリなども施工済みの状態での現場納品

なので、現場打ちに比べ「施工期間の短縮」「施工手間の軽減」が可

能である。  

 

 

【耐久性】 

・アルミ断面設計による乾式工法を採用し、ノンシール化を実

現した倉庫である。シールの汚れが解消され美観を保ち、メンテ

ナンスフリーの高い耐久性を発揮することが可能である。 

【機動性】 

・２ｔトラックもしくは４ｔトラックで運搬することができ、

組み立て作業も不要で、輸送設置型防災備蓄倉庫である。  

【施工性】 

・すべてのフレーム構造材がアルミなので、軽量で、重機の負担

が減り、施工の迅速化が可能である。 

【経済性】 

・現場打ち、ユニット型壁式コンクリート造よりも安価である。

また、防災関連グッズとパッケージセットとしても可能である。
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４．各集落の災害避難時・備蓄倉庫場所選定 

(１)田名地区 備蓄倉庫内定地：旧分校地内(可動式),田名神社敷地内(固定式) 

位    置    図 現  況  写  真 

 

現      況 課題関係法令等 総合評価 備   考 

・道路沿いで擁壁背後の

平地である。 

 

・特になし ・標高は約 17ｍ程あり、平坦地

なので設置が容易である。 

・分校跡地内の案も

残す。他計画動向

によって設置地が

左右されやすい。

 

(２)前泊区  備蓄倉庫内定地：離島振興総合センター内 

位    置    図 現  況  写  真 

現      況 課題関係法令等 総合評価 備  考 

・現在、スポーツコンベ

ンション整備関連のシ

ャワー施設等を増築工

事中である。 

 

・特になし ・標高が 22ｍと高く、場所的にも良

い。 

・敷地内駐車場に面しているので、備

蓄の運搬に良い。 

 

 

 

 

内定地 

分校跡地 

内定地

分校跡地 

内定地 

新設倉庫 

内定地

総合センター駐車場 

新設シャワー施設 

総合センター駐車場 

3-12



(３)我喜屋地区 備蓄倉庫内定地：林道腰岳線のソーレン線交叉部 

位    置    図 現  況  写  真 

現      況 課題関係法令等 総合評価 備   考 

・林道腰岳線の登坂曲線

部に現在、ソーレン我

喜屋線の仮設道路が敷

設されている。 

・腰岳自然環境

保全地域 

・標高が約 20ｍと高く、場所的

にもよい。 

・前泊区と併設で離

島総合振興総合セ

ンター敷地内設置

の案も残る。 

 

(４)島尻区 

  1）備蓄倉庫内定地：上之川公園内 

位    置    図 現  況  写  真 

 

現      況 課題関係法令等 総合評価 備  考 

・公園として整備されて

おり、標高が高い位置

にある。 

 

・特になし ・標高が約 17ｍ程の高さがあり、平坦

地なので設置が容易である。 

・既存道路があるので、備蓄の運搬に

よい。 

・公園内の空地面積が狭いので上方側

の移動も考えられる。 

 

 

 

内定地 

内定地

林道腰岳線 

内定地 

上之川公園 

内定地 
上之川公園 
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 2）備蓄倉庫推奨地：既設配水池横 

位  置  図              現 況 写 真 

  

 

現      況 課題関係法令等        総合評価   備  考 

・既設配水池の車返し

として整備されてお

り、標高が高い位置

にある 

・特になし ・標高が約 32ｍ程の高さがあり、舗装さ

れ平坦地なので設置が容易である。 

・既存道路があるので、備蓄の運搬によ

い。 

 

 

 

 

(５)野甫地区 備蓄倉庫内定地：野甫展望台隣接 

位    置    図 現  況  写  真 

  

現      況 課題関係法令等 総合評価 備   考 

・展望台となりに平場が

あり、眼下に野甫集落

が見える。 

 

・特になし ・標高が約 27ｍ程あり、平坦地な

ので設置が容易である。 

・住民の緊急避難場所でもある。

 

 

 

 

内定地 

配水池 内定地 

展望台 

ため池 

推奨地 

推奨地 
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第３節 保育所・教育施設・社会福祉施設場所選定 

１．【現村営テニスコート・プール位置へ移設する案】 

位      置      図 

課題関係法令等 総 合 評 価 備    考 

・特になし ・敷地標高は EL+16.3ｍであり、津波高は GL+0ｍ

である。 

・現村営テニスコートの敷地面積は、現保育園施設敷

地面積と同等である。 

・移転及び代替施設の村民ニーズ動向調査も判断に影

響する。 

・現村営テニスコートへ移設する案は、現村営プール

へ移設する案より敷地復元が早く容易である。 

・現村営プールへ移設する案は、現村営テニスコート

移設する案より敷地復元が遅く、計画時期調整を要

する。 

 

・２歳児以下、３歳児以上の分離は、両方を持つ親の

アクセス負担を増大する懸念がある。 

・３歳児以上は幼稚園と含

めるかは今後の動向を

見ながら協議する。現幼

稚園は進行中の小学校

改築に伴う計画に、組み

込まれていない状況に

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

A≒1,700m2 

村営テニスコート 村営プール 

A≒2,300m2 

EL＋16.3m

障がい者支援施設計画箇所 

とらず園 
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２．【現施設を高層化する案】及び【避難用渡り廊下及び階段を設置する案】 

位      置      図 

案 課題関係法令等 総 合 評 価 備   考 

 
現 
施 
設 
を 
高 
層 
化 
す 
る 
案 

・当該地域の想定

津波 大浸水深

(高)は、GL+5～

11ｍである。 

出典：「沖縄県津

波浸水想定につ

いて」(H27/3) 

・想定津波 大浸水深 GL+11ｍへの災害防

止対策を要する。 

・屋上一時避難対策として、3 階建て屋上避

難を計画する。 

・平面計画、立面計画に配慮を要する。 

 

・日常に於いて、後方スポーツコンベンショ

ンや教育委員会等へのアクセスが便利に

なる。 

・3 階建て(11ｍ)以上で

新築。 

・2 階建て新設の場合、

渡り廊下設置は直接廊

下乗り入れ、短桁長に

なり工費は【避難用渡

り廊下及び階段を設置

する案】より 1/3 程度

安価となる。 

避 
難 
用 
渡 
り 
廊 
下 
及 
び 
階 
段 
を 
設 
置 
す 
る 
案 

・当該地域の想定

津波 大浸水深

(高)は、GL+5～

11ｍである。 

出典：「沖縄県津

波浸水想定につ

いて」(H27/3) 

・想定津波 大浸水深 GL+11ｍへの災害防

止対策を要する。 

・敷地高 EL+4.3ｍのため後方避難高さ

EL+11.0ｍの比高約 6.7ｍの渡り廊下及び

階段を設置する。 

・渡り廊下は、現状で計画する場合は独立の

螺旋階段スロープの設置と長さ 30ｍの桁

が必要である。 

・階段は、平面長 20ｍ程度となる。 

・民有地のため用地交渉が必要。 

・日常に於いて、後方スポーツコンベンショ

ンや教育委員会等へのアクセスが便利に

なる。 

 

 

 

 

現保育所 とらず園 

避難渡り廊下 

階段 

EL＋4.3m 
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第４節 パークゴルフ場・村民広場場所選定 

 

   パーク（公園）ゴルフは、その名のとおり閑散とした公園を、みんなで遊ぶことにより生き生き

とした公園にしようという発想から生まれたコミュニティスポーツである。誰もが気軽に楽しめる

ことのできる生涯、世代交流、健康、コミュニティスポーツでもある。 

                   「公益社団法人 日本パークゴルフ協会設置基準より抜粋」 

 

１. コミュニティバス運行ルート 

パークゴルフは、芝でおおわれたコースで、クラブでボールを打ち、カップインするまでの打

数を競い合いながら楽しく遊べるスポーツであり、特に、老若男女誰もが気軽に楽しめるスポー

ツである。誰でも参加する上で公共交通機関の運行は重要である。また、駐車場の有無の影響も

大きい。運行ルートの図を下に記す。 
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 ２. パークゴルフ場・村民広場場所選定 

 (１)パークゴルフ場候補地：村営田名種苗センター跡地 

 位    置    図 現  況  写  真 

 
村

営

田

名

種

苗

セ

ン

タ

｜

跡

地 

 

 

現   況 メリット デメリット 

・念頭平松公園南側近傍

に位置している。 

・過去に種苗センターと

して整備されたが、現

在は放置されていて雑

草が繁茂している。 

・敷地は広く、平坦地で管

理用道路により区画さ

れている。 

 

・面積が約 1.5ｈa あり、パークゴルフ場と

しての整備が可能で敷地面積も十分確保

出来る。 

・クラブハウス等インフラ整備は、既存の建

物等を修復整備することにより建設コス

トを下げることが可能である。 

・国指定の天然記念物念頭平松が近くにあ

るため、一体整備することにより地元の

アピールになる。 

・敷地は村有地で建設が容易である。 

・周辺が森林となっていて強風の影響が少

ないプレーが可能である。 

・利用者に対する公共交通

がないので、「いへや愛ラ

ンドよねざき」に比べて交

通アクセスは送迎バス維

持費や個人負担が大きい。

・トイレ施設等の整備が必

要である。 

・周辺が森林となっていて、

夏は暑いプレーラウンド

が予想される。 

関 係 法 令 等 総  合  評  価 備     考 

・農用地区域 一部内 ・敷地面積も十分確保でき、既存建物・イン

フラ施設の修繕再利用可能ためパークゴ

ルフ場建設用地適当と言えるが、利用頻

度の特に高い高齢者のアクセス交通利便

性や顧客見込みなど運営費高に課題が生

じる。 

・建設残土の仮置き場としての用途が有望

あるとの声もあり、他方での建設残土処

理としての埋め立て計画の可否或いは進

捗、動向によっては、要望がさらに大きく

なる可能性がある。 

・所要面積 

 A=12,000m2 

 

・確保可能面積 

 約 A=15,000m2 

 

 

・農業振興地域 内 

・景観条例 良 

・文化財保護法 無 

  

 

A≒1.5ha 
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 (２)パークゴルフ場候補地：いへや愛ランドよねざき 

 位    置    図 現  況  写  真 

 
い

へ

や

愛

ラ

ン

ド

よ

ね

ざ

き 
 

現   況 メリット デメリット 

・いへや愛ランドよねざ

き内のテントキャンプ

地併用の位置である。 

・多目的広場とキャンプ

場が隣接しており、景

色がよい。 

・トイレや水道施設が完

備されている。 

・パークゴルフ場建設用地としては、

敷地面積も十分確保できるため

も適当と言える。 

・造成工事費が「種苗センター跡地」

より安く、いへや愛ランドよねざき

の施設維持管理と一体化すること

によりランニングコストが大きく

低減できる。 

・ビーチが隣接し、開放的な場所で目

の前の具志川島、伊是名島と景観的

に良い場所である。 

・周回コミニュティーバスが利用で

きる。 

・レクリエーション施設が本箇所

に集中している現状が有り、村

全体へ分散を要望する声があ

る。 

・キャンプ場部分の日時的共用の

運営と、テント隣接とモクマオ

ウ樹木等を勘案したコース設定

に課題がある。 

・「種苗センター跡地」に比べて、

冬季は強い風雨等でプレーを阻

害される日が多くなる課題があ

る。 

 

関 係 法 令 等 総  合  評  価 備      考 

・農用地区域  外 ・既存のモクマオウ林を利用するこ

とにより、トリッキーな魅力あるパ

ークゴルフ場として計画可能であ

る。 

 

・現公園施設管理運営の充実強化と

ともに、顧客サービス対応とローラ

ンニングコスト及び利用客数が「種

苗センター跡地」より有望であると

思料する。 

・所要面積 

 A=12,000m2 

 

・確保可能面積 

 約 A=15,000m2 

 

 

・農業振興地域 内 

・景観条例 良 

・文化財保護法 無 

  

 

 

 

A≒1.5ha
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第５節 村内の公共工事で発生する残土処理場選定 

   伊平屋村は、北から久葉山、タンナ岳、後岳、アサ岳、前岳、腰岳、賀陽山、阿波岳といった標

高 200ｍを超える山々が連なり山林(針葉樹林・天然林・広葉樹林)が伊平屋村の総面積の約 53％を

占めている。また、約 47％が、その他、畑、原野、田、宅地、保安林が占め、平地は住宅地や農地

に利用されている現状がある。そのような地形的な特徴を抱え、村内の公共工事で発生する残土処

理をどう処分するかが恒久的な課題となっている。 

検討委員会において、残土処理場となりうる場所を選定しそれらについて検討した。 

 

１．建設残土量の把握と推移 

既往残土量 

 工  事  名 ～2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 合計 

 テライ原(島尻地区) 8,000       8,000 

ｽﾎﾟｰﾂｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ拠点 

施設整備工事 

23,000  23,000 

  

  

  合    計   8,000  23,000      0      0      0      0       0 31,000 

 

 これからの予想発生土 

工  事  名 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 合計 

ソーレン線北区 1,100  1,100 

ソーレン線我喜屋区    300 4,300  4,600 

障がい者拠点施設  3,700  3,700 

         

         

  合       計       0  1,400 4,300 3,700     0     0      0  9,400 

   総発生土量    V= 31,000 ＋ 9,400 = 40,400   

 

 埋め立て残土処理(案) 

村民ニーズ施設 

 

 

 

村民広場（案 1） 

テニスコート 

プール施設 

フットサルコート(多目的広場) 

総埋立土量 V=A×H＝20,000×5 

= 100,000   

村民広場（案 2） 

テニスコート 

フットサルコート(多目的広場) 

 

総埋立土量 V=A×H＝16,800×5  

= 84,000   

収  益  施  設 
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２．村内の公共工事で発生する残土処理場選定 

(１)田名地区：上谷川原 

地区 位     置     図 現  況  写  真 

 

 

田 

 

 

名 

 

 

 

現   況 総 合 評 価 概略許容土量 

・谷川ダムの全面に位置し、現在、

残土が置かれている。 

・村有地と民有地が隣接している。 

・農用地区域内である。 

・県が仮置きしているが、民有地があ

り農地に換地されているので、残土

処理場としては不適正である。 

 

V≒3,500m2×3.0ｍ 

＝10,500m3 

 

 (２)田名地区：旧村営田名種苗センター跡地 

地区 位  置  図 現 況 写 真 

 

 

田 

 

 

名 

 

 

 

現   況 総 合 評 価 概略許容土量 

・過去に種苗センターとして整備

されたが、現在は放置されていて

雑草が繁茂している。 

・村有地である。 

・農用地区域内である。 

 

・広さは他の仮置場に比べて大きい

が、パークゴルフ場の候補地にな

っており、パークゴルフ場の施工

時期の影響を受ける。 

・期限付きの仮置場となる。 

V≒10,000m2×3.0ｍ 

＝30,000m3 

 

 

 

A≒3,500m2 

谷川ダム

前岳裾野 

A≒10,000m2 
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 (３)我喜屋地区：前原 

地区 位  置  図 現 況 写 真 

 

 

我 

 

喜 

 

屋 

 

  

     現   況       総 合 評 価   概略許容土量 

・前原ダムの前面に位置し、盛土

がなされていて雑草が覆い被さ

っている。 

・県有地である。 

・農用地区域外である。 

・県有地なので、県に一時仮置許可の

申請の必要がある。 

・面積的に広くないが、平坦で整形が

しやすい。 

                  

V≒3,000m2×3.0ｍ 

 ＝9,000m3  

  

 

 (４)島尻地区：テライ原 

地区 位  置  図 現  況  写  真 

 

 

 島 

 

 

 尻 

 

 

 

現   況 総 合 評 価 概略許容土量 

・阿波岳の南裾野に位置し、残土

が置かれている。 

・農用地区域外である。 

 

・海岸沿いの高台にある為、赤土流出

の懸念がある。 

 

V≒6,800m2×3.0ｍ 

 ＝20,400m3  

 

 

 

 

 

前原ダム 
片隈神社 

A≒3,000m2 

A≒6,800m2
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(５)我喜屋地先公有水面埋め立て案 

項  目 位置図(案１) 位置図(案２) 

 

 

 

 

我喜屋 

 

 

現  況 

・フェリー避難泊地の北側に位置し、浅瀬

の水深である。 

・県道 179 号線沿いに防風保安林が樹林し

ている。 

・フェリー避難泊地の北側に位置し、浅瀬の

水深である。 

・県道 179 号線沿いに防風保安林が樹林し

ている。 

関係法令

等 

・公有水面埋立法 

・森林法 

・公有水面埋立法 

・森林法 

 

 

総合評価 

・ 終的な残土置場としては有効だが、小型

船舶避難港との整合、使用する土質の品

質、土地利用計画、隣接する防風保安林と

の関連等、埋め立てするにあたり課題が

多いと言える。 

・案 1 より土量が少なく、小型船舶避難港

としての位置づけも保たれるが、埋め立

てに使用する土質の品質、土地利用計画、

隣接する防風保安林との関連等、埋め立

てするにあたり課題が残る。 

概略許容

土量 

V≒20,000 ㎡×5.0m＝100,000   V≒16,800 ㎡×5.0m＝84,000   

 

(６)埋め立て利用計画案 

           案１           案２ 

 

 

 

 

 

A≒2.0ha 
A≒1.68ha 

3-23



・埋め立て利用計画 

 案１         案２ 

 

 

 

 

利 

 

 

 

用 

 

 

 

方 

 

 

 

針 

 

 

 

 

・海側に護岸を建設し、内陸部を土砂で埋

め戻し、地上部にスポーツ施設を建設す

る案。 

・保育園(2 歳児以下)の高台移設案におい

て、現存のテニスコート、プール施設地に

移設先を提案している現状がある。移設

が決定すれば、現存のテニスコート、プー

ル施設を取り壊すことになるので、その

代替施設場所を埋め立て用地に移設する

ことは有効な土地利用計画であると考え

る。 

・伊平屋村は、国内競技においてスポーツ選

手を誘致できるような施設が整っておら

ず、特に村民が利用できるスポーツ施設

も少ないのが現状である。村民や観光者

が楽しめ、青少年育成や村民の活動の場

として屋内外スポーツ施設の設置が必要

であるが、島の地形的特徴上、平地部が少

なく屋内外施設だけでなく様々な設置用

地場所の課題がある。これらのことを鑑

みスポーツ施設を埋め立て用地に設置す

ることは、有効な土地利用計画と考える。 

・小型船舶が接岸できるよう岸壁を整備し、内

陸部を土砂で埋め戻し、地上部を多目的広場

として活用する案。 

 

・災害(台風等)避難港としての機能を強化する

ことは有効な土地利用計画と考える。 

 

・多目的広場として、保育園の高台移設に伴う

現存テニスコートの代替施設のテニスコー

ト場を建設するのは有効な土地利用計画で

あると考える。 

 

・伊平屋村には、サッカーが出来るような施設

がなく、スペース的にも厳しい現状がある。

サッカー場よりも一回り小さなスペースで

行えるフットサル施設を建設するのは有効

な土地利用計画であると考える。 
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第６節 その他 

   検討委員会において必要とされた案件に対して検討する。検討委員会の中で、案件に挙がったの

は、田名地区の田名池を公園にしてほしいという要望の 1 件だけであったが、別途検討員会で検討

する事とした。 

位  置  図 状 況 写 真 

  

現   況 課題関係法令等 総合評価   備   考 

・アサ岳の東側に位置

し・ホテイアオイが繁

茂し、水草が茂ってい

る。 

 

・特になし ・自然を生かしたバードウ

ォチングが可能である。 

・軟弱地層が厚く堆積して

おり、構造物を造るよう

な場合、基礎工事に難が

ある。 

 

  

 

 

 

 

 

 

田名池 
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NO 役 職 氏 名 団体等 職 名 備 考

1 委員長 伊礼　清 行政 副村長 0980-46-2001

2 副委員長 名嘉　律夫 議会
経済建設常任委員
会委員長

0980-46-2737

1 伊礼　清 行政 副村長 0980-46-2001

2 安里　充 行政 建設課長 0980-46-2176

3 仲川　克子 行政 住民課長 0980-46-2142

4 名嘉　和子 行政 教育課長 0980-46-2003

5 野甫　聡 行政 農林水産課長 0980-46-2002

6 名嘉　律夫 議会
経済建設常任委員
会委員長

0980-46-2737

7 仲川　喜清 議会
総務文教民生常任
委員会委員長

0980-46-2737

8 金城　信邦
伊平屋村建設
業

伊平屋村建設業会
会長

9 運天　均
JAおきなわ伊
平屋支店

支店長 0980-46-2143

10 諸見　富男
伊平屋村漁業
協同組合

漁業協同組合代表
理事組合長

0980-46-2368

11 仲里　惠一 田名区 区長

12 宮城普三隆 前泊区 区長

13 山内　進 我喜屋区 区長

14 宮城　普男 島尻区 区長

15 西銘　敏安 野甫区 区長

1 金城　時正 総務課長 0980-46-2001

2 新垣　健 主事補 0980-46-2001

1 宮城　富夫 社長 098-870-2227

2 下地　康雄 課長 098-870-2227

委員

伊平屋村土地利用検討委員会委員

総務課
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事務局

委託先
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